
●本紙の掲載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響等により変更する場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。

世田谷区長

保坂展
のぶ

人
と

92
万
人
が
暮
ら
す
世
田
谷
区
で

は
、「
世
田
谷
区
基
本
構
想
」
に
基

づ
く
行
政
の
最
上
位
計
画
と
し
て

「
世
田
谷
区
基
本
計
画
」が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
現
在
の
基
本
計
画
が

来
年
度
で
終
了
す
る
た
め
、
６
年
度

を
初
年
度
と
す
る
次
期
基
本
計
画
に

向
け
て
、
９
月
８
日
か
ら
審
議
会
で

の
議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
先
立
ち
７・８
月
に
３
回
、

実
人
数
で
43
人
の
区
民
の
皆
さ
ん
に

参
加
い
た
だ
き
、
区
民
検
討
会
議
が

開
か
れ
、「
み
ど
り
と
自
然
環
境
を

守
り
、
子
育
て
支
援
Ｎ
Ｏ
・
１
」「
乳

幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
孤
立
さ
せ
な

い
居
場
所
づ
く
り
」
等
、
多
岐
に
わ

た
り
熱
心
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
検
討
会
議
か
ら
５
人
が
区
民

委
員
と
し
て
、
各
分
野
の
専
門
家
10

人
と
と
も
に
基
本
計
画
審
議
会
を
構

成
し
て
い
ま
す
。

　
約
３
年
に
及
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
と
、
災

害
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
て
い
る
気
候

危
機
の
深
ま
り
は
、
私
た
ち
の
「
生

存
の
条
件
」
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。

次
期
基
本
計
画
は
、
こ
の
よ
う
な
予

想
困
難
な
時
代
を
生
き
抜
く
区
政
の

指
標
と
し
て
作
ら
れ
ま
す
。

　
審
議
会
で
は
、
今
後
の
課
題
と
し

て
考
え
ら
れ
る
「
緊
急
時
対
応
を
含

め
た
保
健
福
祉
医
療
政
策
」「
高
齢

者
福
祉
等
を
支
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
構
築
」「
子
ど
も
・
若
者
支
援
と

教
育
改
革
」「
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）」
等

の
視
点
を
持
っ
て
議
論
し
て
い
た
だ

き
、
来
春
、
答
申
を
受
け
ま
す
。
基

本
計
画
審
議
会
は
、
区
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
基
本
計
画
」の
検
討
が

始
ま
り
ま
し
た
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区制100周年につながる
新たな基本計画の検討を進めています
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区のおしらせ

区民検討会議、基本計画審議会、ステークホルダー意見集約、議会での議論等を踏まえ、検討を進めます。

現在の10年間の計画期間を８年間と
します。中間年での見直しを図り、
機動的・実践的な計画とするととも
に、社会状況の変化などを一層反映
できる計画とします。

7月23日から３回にわたり、「理想とする10
年後の区の将来像」「その実現に向けた区民
参加のあり方」を主なテーマとした、ワークシ
ョップ形式による議論を実施しました。

9月8日から８回にわたり、区の諮問に基づき、
区がめざす将来像等について審議するほか、
それを実現するための施策の考え方などにつ
いて議論を行います。

今後20年間の公共的指針
「公のものとして皆で共有する目標」

行政運営の基本的な指針
区が重点的に取り組む施策を総合的
かつ体系的に明らかにする区の最上
位計画

実施計画

事業の執行

検討の進め方

計画の期間

団体

他の審議会

区民 事業者

情報共有

答申

議論

諮問
公募 ＋ 無作為

議　会

区 区民検討会議ステークホルダー
意見集約

基本計画審議会

区民検討会議を
開催しました

基本計画審議会での
議論が始まりました

令和 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

基本構想（平成25年 9 月～）【20年間】

新たな基本計画（令和 6～13年度）【 8年間】
※基本計画と実施計画の一体化を図る。

前期4年間 後期4年間

基本計画
（平成26年度～）【10年間】

実施計画（未来つながる
プラン）【2年間】

中間見直し

区制
100
周年

基本計画

個別計画・方針
●地域保健医療福祉総合計画　●都市整備方針
●教育ビジョン　●環境基本計画　など

基本構想
（平成25年9月議決）

問政策企画課 ☎5432-2192 FAX5432-3047


